
2026/04/13 13:30:40 / 25286853_イオン九州株式会社_招集通知

表紙

下記の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、
書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載して
おりません。

・会社の新株予約権等に関する事項………………………………… １頁
・業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項……… ２頁

・連結株主資本等変動計算書………………………………………… ５頁
・連結注記表…………………………………………………………… ６頁

・株主資本等変動計算書……………………………………………… 20頁
・個別注記表…………………………………………………………… 21頁

第54期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面記載省略事項）

事　業　報　告

連　結　計　算　書　類

計　算　書　類

イオン九州株式会社



2026/04/13 13:30:40 / 25286853_イオン九州株式会社_招集通知

会社の新株予約権等に関する事項

名　　　　称
（発行日） 行使期間 新株予約権

の　　　数
目的となる
株 式 の 数 保有者数 発行価額 行使価額

第22回取締役向け新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）
（2021年５月10日）

2021年６月10日から
2036年６月９日まで 13個 1,300株 １名 １株当たり

1,834円
１株当たり
1円

第23回取締役向け新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
(2022年５月10日)

2022年６月10日から
2037年６月９日まで 26個 2,600株 ２名 １株当たり

1,931円
１株当たり
１円

第24回取締役向け新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
(2023年５月１０日)

2023年６月10日から
2038年６月９日まで 26個 2,600株 ２名 １株当たり

2,092円
１株当たり
１円

第25回取締役向け新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
(2024年５月10日)

2024年６月10日から
2039年６月９日まで 54個 5,400株 ２名 １株当たり

2,481円
１株当たり
１円

第26回取締役向け新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
(2025年５月10日)

2025年６月10日から
2040年６月９日まで 72個 7,200株 ３名 １株当たり

2,229円
１株当たり
１円

第１回上席執行役員向け新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）
（2024年５月10日）

2024年６月10日から
2039年６月９日まで 13個 1,300株 １名 １株当たり

2,481円
１株当たり
１円

第２回上席執行役員向け新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）
（2025年５月10日）

2025年６月10日から
2040年６月９日まで 11個 1,100株 １名 １株当たり

2,229円
１株当たり
１円

名　　　　称
（発行日） 行使期間 新株予約権

の　　　数
目的となる
株 式 の 数 交付者数 発行価額 行使価額

第１回上席執行役員向け新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）
（2024年５月10日）

2024年６月10日から
2039年６月９日まで 84個 8,400株 ７名 １株当たり

2,481円
１株当たり
１円

第２回上席執行役員向け新株予約権
（株式報酬型ストックオプション）
（2025年５月10日）

2025年６月10日から
2040年６月９日まで 63個 6,300株 ６名 １株当たり

2,229円
１株当たり
１円

■会社の新株予約権等に関する事項
(１)当期の末日における当社取締役が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要

（注１）新株予約権の行使の条件（各回共通）
・新株予約権を割当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、当社
の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
・新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできな
いものとする。

（注２）上席執行役員向け新株予約権は、当期の末日における当社取締役が、当社上席執行役員の地位にあった期間にお
いて付与されたものであります。

(２)当期の末日における当社上席執行役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

（注１）新株予約権の行使の条件（各回共通）
・新株予約権を割当てられた者は、権利行使時においても当社の上席執行役員の地位にあることを要する。ただ
し、当社の上席執行役員を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとす
る。
・新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできな
いものとする。
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

■業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
【決議の内容の概要】
　当社は、2024年６月25日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」の改定を下記のとお
り決議しております。

「内部統制システムの構築に関する基本方針」
　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制と、その他株式会社の業務の適正を確
保するために必要な体制の整備について、その基本方針を以下のとおり定める。

【業務の適正を確保するための体制】
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、社会的責任及び企業倫理を果たすため、グループの基本的な
考え方や日常行動の判断基準となる「イオンの基本理念」及び「イオングループ未来ビジョン」の浸透やコンプライア
ンス意識の向上を目的とした研修を継続的に実施する。
②コンプライアンス規定を策定して、代表取締役社⻑を委員⻑、各本部⻑を責任者とするコンプライアンス委員会を設置
して、法令、定款及び社内規定の遵守状況等の確認と問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。
③法令や企業倫理に違反する行為の未然防止及び早期発見を目的にイオングループの内部通報制度「イオンコンプライア
ンスホットライン」に参加しており、通報・相談内容に対しては、関連部署が調査を行い、違反や問題が確認された場
合は是正・再発防止策を講じる。なお、通報者に対しては、不利益な取扱いは行わない。
④「サステナブル委員会」を設置し、環境方針の審議、環境目的・目標の検討、関連法規制の遵守状況など、経営層に常
に必要な情報が報告される体制を確保する。
⑤監査部門は、内部監査規定に基づき業務全般に関し、法令及び定款の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性
につき、定期的に内部監査を実施すると共に、金融商品取引法等に従い財務報告に係る内部統制システムが適切に整備
され運用されているかを評価検証し、代表取締役及び監査役（会）に対しその結果を報告する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他重要な取締役の職務執行に係る情報は、文書化（電磁的記
録を含む）の上、経営判断等に用いた関連資料と共に、文書規定その他の社内規定の定めるところに従い適切に管理保
管する。
②取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持す
る。
③監査部門は、当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。監査を受けた部署は、是正、
改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

(3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
①リスクマネジメント規定を策定して、代表取締役社⻑を委員⻑、各本部⻑を責任者とするリスクマネジメント委員会を
設置して、会社全体のリスクを把握、分析、評価し、優先的に対応すべきリスクを選定してそのモニタリングを行うと
ともに取締役会に状況報告を行う。
②大規模災害など、不測の事態による損害を最小限に抑えて事業の継続や早期復旧ができるよう、事業継続基本計画書を
策定し、定期的な訓練を通して、その内容を周知徹底させ、実効性を高める。
③当社は、反社会的勢力との一切に関係を遮断し、不当要求に対しては法的な対応を行うとともに外部専門機関とも緊密
な連携を持って、組織として対応する。
④リスク管理体制の有効性及び適切性等、リスク管理に関する監査は取締役による監督機能である監査部門及び取締役
（会）を監視する監査役により行われる。
⑤当社は「情報システム管理規定」に基づき、情報資産の保護、管理を行うと共に情報セキュリティに関する責任体制を
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

明確化し、当社及び子会社が取り扱う情報や情報システムのセキュリティレベル維持、向上に努める。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を定期で月１回開催するほか、必
要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に関わる業務執行上の重要案件については、取締役および執行役員、常
勤監査役から構成される執行役員会において事前審議を行い、その審議を経て執行決定を行うこととし、執行役員会は
原則として定期で月２回開催する。
②取締役及び執行役員の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、職務権限規定を定め、遂行すべき職務および職務権
限を明確にする。
③監査部門は事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときに
は、その対策を講ずる。

(5) 当社及びその親会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①取締役による競業取引及び当社と取締役との間の利益相反取引については、取締役会に付議することにより、当該取引
が当社及び株主共同の利益を害するものでないかを慎重に精査する。また、当該取引に利害関係を有する取締役を特別
利害関係人として除外した上で決議するなどして手続の公正性を確保する。
②親会社及び子会社並びにイオングループ各社と取引を行う場合は「関連当事者取引管理規定」に則り、市場価格に基づ
いた適正な条件により取引を行い、年間取引実績の増減率等の報告を取締役会で報告を行い合理性・相当性を精査す
る。
③当社は、親会社の監査部門の定期的な監査・監督を受けており、適宜、コンプライアンス体制の整備を行っている。
④当社は、子会社から成る企業集団における業務の適正性の確保と監視のため、適切な人材を役員（取締役、監査役、及
びその両方）として派遣する。
⑤当社は、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、子会社全体を網羅的に管理する。
⑥子会社取締役等の職務の執行に係る事項の報告体制として、子会社に対し、当社が定める「子会社管理規定」に基づ
き、定期的に取締役会への報告を義務付ける。
⑦子会社を当社の監査部門による定期的な監査の対象とし、当社の「内部監査規定」を準用して子会社の内部統制状況を
把握・評価する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
①当社は、監査役を補助するため、監査役の求めにより専属の使用人を配置する。
②監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査役の業務補助を行う。
③当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

(7) 監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
①当社は、監査役を補助する使用人の採用・選定・異動等の人事に関する事項については、事前に常勤監査役または監査
役会の同意を得ることとし、その人事考課は常勤監査役が行う。
②当社は、当該使用人についての懲戒手続きを開始する場合には、常勤監査役または監査役会の同意を得る。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
①取締役及び使用人は当社の業務、財産に重大な影響及び損害を及ぼす事実、あるいは法令または定款に違反する行為で
重大なもの、その他コンプライアンス上の問題を発見・認識した場合は直ちに常勤監査役または監査役会に報告する。
②監査部門は、内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況を定期的に監査役（会）に報告する。
③監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、自由に意見を述べる事ができる。
④内部通報窓口への通報状況とその対応を定期的に監査役（会）に報告する。
⑤当社は、監査役へ報告を行った取締役及び使用人及び内部通報制度の利用者に対して、当該報告を行ったことを理由と
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

(注) 1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
2. 売上高等の記載金額には消費税等は含まれておりません。

して不利益な取扱いや報復的な言動を行う事を一切禁止し、その旨を全従業員に周知徹底する。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、代表取締役社⻑と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重点課題について意見を交換し、効果的
な監査業務の遂行を図る。
②監査役は監査部門と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。
③監査役は会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。
④取締役及び使用人は監査役から報告並びに関係資料の提供を求められたときには、迅速かつ誠実に対応するものとす
る。
⑤当社は、監査役がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときはこれに応じる。
⑥当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理
する。
⑦当社は、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ一定額の予算を設ける。但し、緊急または臨時
に支出した費用については、事後、監査役の請求に基づき処理する。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2025年3月1日から2026年２月28日まで）
株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 4,915 10,873 40,058 △1,689 54,158
当期変動額
剰余金の配当 △1,564 △1,564
親会社株主に帰属する
当期純利益 5,971 5,971
自己株式の取得 △2 △2
自己株式の処分 265 265
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

当期変動額合計 － － 4,407 262 4,670
当期末残高 4,915 10,873 44,466 △1,426 58,828

そ　の　他　の　包　括　利　益　累　計　額
新株予約権 非支配

株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 117 829 947 85 56 55,247
当期変動額
剰余金の配当 △1,564
親会社株主に帰属する
当期純利益 5,971
自己株式の取得 △2
自己株式の処分 265
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

112 423 535 36 78 650

当期変動額合計 112 423 535 36 78 5,320
当期末残高 229 1,253 1,483 121 135 60,568

(単位：百万円)

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連 結 注 記 表
（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

〔連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等〕
（1）連結の範囲に関する事項
　　①連結子会社の数及び名称
　　　連結子会社の数　　　　１社
　　　連結子会社の名称　　　イオンウエルシア九州株式会社
　　②非連結子会社の名称等
　　　非連結子会社の名称　　株式会社ジョイフルサン
　　　連結の範囲から除いた理由
　　　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。
（2）持分法の適用に関する事項
　　　持分法を適用していない関連会社（西鹿児島東口開発ビル株式会社）は、当期純利益（持分に見合う額）
　　　及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
　　　軽微であり、重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。
（4）会計方針に関する事項
　　①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの　………………　時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等　……………………………　移動平均法による原価法
　　②棚卸資産の評価基準及び評価方法

a．商品　 ……………　売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り
下げの方法により算定しております。）

b．貯蔵品　 …………　最終仕入原価法
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建物及び構築物
（営業店舗） 20年～30年
（建物附属設備） ３年～18年
（構築物） ３年～30年
機械及び装置 　　　   17年
車両運搬具及び工具器具備品 ２年～20年

　　③固定資産の減価償却の方法
a．有形固定資産　 …　経済的耐用年数に基づく定額法

　各資産別の主な経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。

ｂ．無形固定資産　…　定額法
　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

④引当金の計上基準
a．貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

b．賞与引当金
　従業員及び一部のコミュニティ社員（パートタイマー）に支給する賞与に備えるため、支給見込
額に基づき計上しております。

c．役員業績報酬引当金
　役員に対して支給する業績報酬の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

d．店舗閉鎖損失引当金
　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖関連損失見込額を計上しております。

⑤退職給付に係る会計処理の方法
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会社年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。なお、当連結会計年度末では、年金制度に係る年金資産の合計額が退職給付債務から未
認識数理計算上の差異を控除した金額を超過しているため、当該超過額を前払年金費用（投資その他の資
産）に計上しております。
a．退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

b．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理するこ
ととし、過去勤務費用は、その発生年度において一括処理することとしております。
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c．未認識数理計算上の差異
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ純資産の部におけるその他の包括利益
累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑥収益及び費用の計上基準
　当社は主に店舗において商品の販売を行っており、顧客に対して商品を引き渡す履行義務を負っていま
す。これらの商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で顧客が商品に対する支配を獲得し、履行義務が
充足されることから、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、
当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払
額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、他社ポイント制度等に係る収益は、付与されたポイ
ント相当額及びクーポン等の利用額を収益から控除しております。

〔会計上の見積りに関する注記〕
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

固定資産の減損

(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額
有形固定資産　　　118,329百万円
無形固定資産　　　       217百万円
減損損失　　　　　    1,771百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　固定資産の減損の検討にあたっては、減損損失の認識及び使用価値の算定において、将来キャッシュ・
フローの見積りを行っております。当該見積りは、経営者により承認された中長期計画の前提となった数
値を基礎とし、現在の使用状況及び合理的な事業計画、追加投資計画等を考慮することとしております。
当該数値は、経営者の判断を伴う主要な仮定として、将来の営業収益の成長予測、売上原価、人件費や家
賃等の販売費及び一般管理費の変動予測等を織り込んでおります。
　これらの主要な見積り及び仮定は、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性
があり、将来キャッシュ・フローの見積りの見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類
において減損損失が発生する可能性があります。
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〔追加情報〕
「信託型社員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」について

当社では、社員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策
として、持株会の拡充を通じて社員の株式取得及び保有を促進することにより社員の財産形成を支援すること
を目的に、「信託型社員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」を導入しております。

（1）取引の概要
　本プランは、「イオン九州社員持株会」（以下「持株会」といいます。）に加入するすべての社員を対象
とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「イオン九州社員持株会専用信託」
（以下、「E-Ship信託」といいます。）を設定し、E-Ship信託は、2023年から７年間にわたり持株会が取
得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当
社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、
当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship
信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落によりE-Ship信託内
に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債があ
る場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

（2）信託の残存する自社の株式
　信託に残存する自社の株式は、信託における帳簿価額により、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式と
して計上しております。当連結会計年度末の当該株式の帳簿価額及び株式数は、1,385百万円及び572,700
株であります。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度末の総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、1,278百万円であります。
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建物 187百万円
土地 2,008

計 2,196

長期借入金 12,510百万円
（１年内返済予定の長期借入金を含む）

計 12,510

2.　有形固定資産の減価償却累計額 135,849百万円

〔連結貸借対照表に関する注記〕
1.　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

担保に係る債務
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1.　減損損失 1,771百万円

用途 種類 場所 件数 金額(百万円)
店舗 建物等 山口県 1 48
店舗 建物等 福岡県 21 1,343
店舗 建物等 長崎県 1 11
店舗 建物等 熊本県 5 191
店舗 建物等 大分県 5 71
店舗 建物等 宮崎県 1 93
店舗 建物等 鹿児島県 4 11

計 38 1,771

種類 金額(百万円)
建物及び構築物 1,146
その他 624
合計 1,771

〔連結損益計算書に関する注記〕

(1)減損損失を認識した資産グループの概要

(2) 減損損失の内訳

2.　関係会社債権放棄損

関係会社債権放棄損は、当社の非連結子会社である㈱ジョイフルサンに対する貸付金の債権放棄を行った
ことによるものであります。
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株式の種類 当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
末株式数

発行済株式 普通株式 34,833,558株 34,833,558株
自己株式（注） 普通株式 759,453株 652,534株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2025年４月11日
取締役会（注1） 普通株式 868百万円 25円 2025年２月28日 2025年４月30日

2025年10月14日
取締役会（注2） 普通株式 695百万円 20円 2025年8月31日 2025年10月31日

決議 株式の
種類

配当の
原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2026年４月９日
取締役会（注） 普通株式 利益剰余金 1,042百万円 30円 2026年２月28日 2026年４月28日

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕
1.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）当社は「信託型社員持株会インセンティブ・プラン（E-Ship）」を導入しており、イオン九州社員持株会
専用信託口が保有する株式（当連結会計年度期首682,500株、当連結会計年度末572,700株）を連結計算
書類上、自己株式として計上しております。普通株式の自己株式の株式数の減少106,919株は、端株の買取
等に伴う2,981株の増加と、社員持株会への売却に伴う109,800株及び単元未満株式買増に伴う100株の減
少によるものであります。

2.　配当に関する事項
(1) 配当金支払額

（注1）配当金の総額には、イオン九州従業員持株会専用信託口が保有する当社株式（2025年2月28日基準日：
682,500株）に対する配当金が含まれております。

（注2）配当金の総額には、イオン九州従業員持株会専用信託口が保有する当社株式（2025年8月31日基準日：
624,900株）に対する配当金が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）配当金の総額には、イオン九州従業員持株会専用信託口が保有する当社株式（2026年2月28日基準日：
572,700株）に対する配当金が含まれております。
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新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 当連結会計年度末株式数

第13回新株予約権 普通株式 3,500株
第22回新株予約権 普通株式 4,800株
第23回新株予約権 普通株式 6,100株
第24回新株予約権 普通株式 6,100株
第25回新株予約権 普通株式 10,300株
第26回新株予約権 普通株式 9,900株

新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 当連結会計年度末株式数

第１回新株予約権 普通株式 8,400株
第２回新株予約権 普通株式 6,300株

(3)新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数

取締役向け新株予約権

上席執行役員向け新株予約権
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

資産
(1) 投資有価証券

その他有価証券 530 530 －

(2) 差入保証金
（1年内回収予定の差入保証金を含む） 13,943 12,064 △1,878

負債
(3) 長期借入金

（1年内返済予定の長期借入金を含む） 47,401 45,833 △1,568

(4) 預り保証金
（1年内返済予定の預り保証金を含む） 9,961 9,406 △555

〔金融商品に関する注記〕
1.　金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については、主として安全性の高い預金等の金融商品に限定し、資金調達については、
銀行借入等による間接金融のほか、株式発行、債権流動化による直接金融によっております。
　売掛金、未収入金等の営業債権については、営業部門及び財務経理部門が取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や
貸倒れリスクの軽減を図っております。
　投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格のある株式については四半期
ごとに時価の把握を行い、市場価格のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行ってお
ります。
　差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。差入保証金
の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じております。
　営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等は、主に１年以内の支払期日であります。
　短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその
支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることに
より流動性リスクの回避を図っております。

2.　金融商品の時価等に関する事項
　2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。また、現金は注記を省略しており、
預金、売掛金、未収入金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等、営業
外電子記録債務は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま
す。

（単位：百万円）
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区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 57

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 530 － － 530

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金
（1年内回収予定の差入保証金を含む） － 12,064 － 12,064
長期借入金
（1年内返済予定の長期借入金を含む） － 45,833 － 45,833
預り保証金
（1年内返済予定の預り保証金を含む） － 9,406 － 9,406

（注）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「投資有価証
券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

３.　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合は、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１に分類しております。
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連結貸借対照表計上額 時価
24,591 45,354

差入保証金
これらの時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリ
ー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額により算定しており、レベル２の時価
に分類しております。

長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

預り保証金
預り保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスク
フリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。

〔賃貸等不動産に関する注記〕
1.　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は九州地方の主要都市を中心に賃貸用の商業施設（土地を含む）を有しております。

2.　賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて、自社で算定した金額（指標
等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

― 16 ―



2026/04/13 13:30:40 / 25286853_イオン九州株式会社_招集通知

連結注記表

区分 金額

売上高
　衣料品
　食品
　住居余暇
　ホームセンター商品
　その他
　　売上高計
手数料収入

41,280
411,391
50,535
16,670

710
520,588

9,349
顧客との契約から生じる収益 529,938
その他の収益（注） 17,207
外部顧客への営業収益 547,145

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,392
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,844
契約負債（期首残高） 225
契約負債（期末残高） 167

〔収益認識に関する注記〕
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他の収益」は当社の店舗等へのテナント誘致に伴う不動産賃貸収入であります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に係る事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首及び期末残高

（単位：百万円）

契約負債は、主に顧客との契約に基づき商品の引渡し前に顧客から受け取った前受金に関するものであ
ります。

②残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、１年を超えるものが存在
しないため記載を省略しております。
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１株当たり純資産額 1,764円49銭
１株当たり当期純利益 175円00銭

〔１株当たり情報に関する注記〕

（注）イオン九州従業員持株会専用信託口が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末の普
通株式の数から控除する自己株式に含めております（当連結会計年度末572,700株）。また、１株当
たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（当連
結会計期間631,847株）。

〔重要な後発事項に関する注記〕
　（取得による企業結合）
当社は、2025年12月23日開催の取締役会において、株式会社トキハインダストリーの全株式を取得して連結
子会社化することを決議いたしました。また、2026年３月10日付で全株式を取得したことにより連結子会社
化しました。

１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社トキハインダストリー
事業の内容　　　　　総合小売業

（２）企業結合を行った主な理由
　スーパーマーケット業界は、競合企業との出店地をめぐる競争、同業大手のM&Aによる規模拡大、業
種・業態を超えた顧客サービスの拡充等、競争が激化しております。一方、可処分所得の伸び悩みや社
会保障費の増加による将来不安などを背景とした「低価格志向」に加え、ナチュラル、オーガニックを
はじめとする「健康志向」、よりフレッシュで美味しい地元のものを選択する「ローカル志向」など、
「食の志向」は多様化しております。加えて、高齢者世帯や単身・共働き世帯の増加による「時短ニー
ズ」も高まっており、このようなライフスタイルの変化に対応した店舗、商品、サービスの提供が益々
重要となってきております。
　株式会社トキハインダストリーは、大分県で百貨店等を運営しているトキハグループの関連会社とし
て1970年に設立、2025年で55周年を迎えており、創業以来、地域に根差した企業として地域密着、地
産地消、食育を標榜し、魅力ある品揃え、心のこもった接客を通じて、地域のお客さまに支持され続け
ている企業です。「安心と健康は私たちの願いです」というスローガンのもと、大分県下でスーパーマ
ーケット等23店舗を運営しております。
　今回の株式会社トキハインダストリーの完全子会社化により、新規顧客の獲得につなげ、大分県にお
ける強固なドミナントを形成することで当社グループの企業価値をさらに向上させるとともに、株式会
社トキハインダストリーが培ってきた信用力に当社グループのノウハウや経営資源をプラスすること
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で、地域の皆さまにより豊かな生活と健康な暮らしを提供する取り組みを推進してまいります。

（３）企業結合日
2026年３月10日

（４）企業結合の法的形式
株式取得

（５）結合後企業の名称
変更はありません。

（６）取得した議決権比率
100％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものであります。

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価　現金及び預金　　　　　　3,000百万円
取得原価　　　　　　　　　　　　　　3,000百万円

３．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等　　63百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
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株主資本等変動計算書（2025年3月1日から2026年２月28日まで）
株　　　主　　　資　　　本

資本金

資本剰余金 利　　益　　剰　　余　　金

資本準備金 その他資本剰余金
資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

当期首残高 4,915 10,809 64 10,873 884 107 31,800 8,106 40,897
当期変動額
固定資産圧縮積立金の
取崩 △13 13 －
別途積立金の積立 4,000 △4,000 －
剰余金の配当 △1,564 △1,564
当期純利益 6,491 6,491
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － － △13 4,000 941 4,927
当期末残高 4,915 10,809 64 10,873 884 93 35,800 9,047 45,825

株　主　資　本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本

合　　計
そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △1,689 54,997 117 117 85 55,200
当期変動額
固定資産圧縮積立金の
取崩 － －
別途積立金の積立 － －
剰余金の配当 △1,564 △1,564
当期純利益 6,491 6,491
自己株式の取得 △2 △2 △2
自己株式の処分 265 265 265
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 112 112 36 148

当期変動額合計 262 5,190 112 112 36 5,338
当期末残高 △1,426 60,187 229 229 121 60,539

(単位：百万円)

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

建物
（営業店舗） 20年～30年
（建物附属設備） ３年～18年
構築物 ３年～30年
機械及び装置 17年
車両運搬具 ４年～ ６年
工具、器具及び備品  ２年～20年

（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
1.　有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式……………………………………………　移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　………………　時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等　……………………………　移動平均法による原価法

2.　棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品　 ……………　売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定しております。）
(2) 貯蔵品　 …………　最終仕入原価法

3.　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産　 …　経済的耐用年数に基づく定額法

　各資産別の主な経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。

(2) 無形固定資産　 …　定額法
　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

4.　引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
　従業員及び一部のコミュニティ社員（パートタイマー）に支給する賞与に備えるため、支給見込
額に基づき計上しております。

(3) 役員業績報酬引当金
　役員に対して支給する業績報酬の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 店舗閉鎖損失引当金
　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖関連損失見込額を計上しております。

(5) 退職給付引当金（前払年金費用）
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。なお、当事業年度末では、年金制度に係る年金資産の合計額が退職給付債
務から未認識数理計算上の差異を控除した金額を超過しているため、当該超過額を前払年金費用
（投資その他の資産）に計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することと
し、過去勤務費用は、その発生年度において一括処理することとしております。

5.　収益及び費用の計上基準
　当社は主に店舗において商品の販売を行っており、顧客に対して商品を引き渡す履行義務を負っていま
す。これらの商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で顧客が商品に対する支配を獲得し、履行義務が
充足されることから、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、
当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払
額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、他社ポイント制度等に係る収益は、付与されたポイ
ント相当額及びクーポン等の利用額を収益から控除しております。
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〔会計上の見積りに関する注記〕
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

固定資産の減損
(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した金額

有形固定資産　　　116,425百万円
無形固定資産　　　       192百万円
減損損失　　　　　    1,771百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　固定資産の減損の検討にあたっては、減損損失の認識及び使用価値の算定において、将来キャッシュ・
フローの見積りを行っております。当該見積りは、経営者により承認された中長期計画の前提となった数
値を基礎とし、現在の使用状況及び合理的な事業計画、追加投資計画等を考慮することとしております。
当該数値は、経営者の判断を伴う主要な仮定として、将来の営業収益の成長予測、売上原価、人件費や家
賃等の販売費及び一般管理費の変動予測等を織り込んでおります。
　これらの主要な見積り及び仮定は、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性
があり、将来キャッシュ・フローの見積りの見直しが必要となった場合、翌事業年度の計算書類において
減損損失が発生する可能性があります。
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〔追加情報〕
「信託型社員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」について

当社では、社員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策
として、持株会の拡充を通じて社員の株式取得及び保有を促進することにより社員の財産形成を支援すること
を目的に、「信託型社員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」を導入しております。

（1）取引の概要
本プランは、「イオン九州社員持株会」（以下「持株会」といいます。）に加入するすべての社員を対象と

するインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「イオン九州社員持株会専用信託」（以
下、「E-Ship信託」といいます。）を設定し、E-Ship信託は、2023年から７年間にわたり持株会が取得する
と見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の
売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売
却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株
式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相
当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が
当該残債を弁済することになります。

（2）信託の残存する自社の株式
信託に残存する自社の株式は、信託における帳簿価額により、貸借対照表の純資産の部に自己株式として計

上しております。当事業年度末の当該株式の帳簿価額及び株式数は、1,385百万円及び572,700株でありま
す。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当事業年度末の総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、1,278百万円であります。
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建物 187百万円
土地 2,008

計 2,196

長期借入金 12,510百万円
(１年内返済予定の長期借入金含む)

計 12,510

2.　有形固定資産の減価償却累計額 135,510百万円

短期金銭債権 3,104百万円
短期金銭債務 889

〔貸借対照表に関する注記〕
1.　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

担保に係る債務

3.　関係会社に対する金銭債権及び債務
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営業収入 377百万円
営業費用 1,093

2.　減損損失 1,771百万円

用途 種類 場所 件数 金額(百万円)
店舗 建物等 山口県 1 48
店舗 建物等 福岡県 21 1,343
店舗 建物等 長崎県 1 11
店舗 建物等 熊本県 5 191
店舗 建物等 大分県 5 71
店舗 建物等 宮崎県 1 93
店舗 建物等 鹿児島県 4 11

計 38 1,771

種類 金額(百万円)
建物 1,021
その他 750
合計 1,771

〔損益計算書に関する注記〕
1.　関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業取引以外の取引による取引高　　　　　　　51

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

(2) 減損損失の内訳

3.　関係会社債権放棄損
関係会社債権放棄損は、当社の非連結子会社である㈱ジョイフルサンに対する貸付金の債権放棄を行った
ことによるものであります。
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株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度末株式数
発行済株式 普 通 株 式 34,833,558株 34,833,558株

自己株式（注） 普 通 株 式 759,453株 652,534株

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）当社は「信託型社員持株会インセンティブ・プラン（E-Ship）」を導入しており、イオン九州社員持株会
専用信託口が保有する株式（当事業年度期首682,500株、当事業年度末572,700株）を計算書類上、自己
株式として計上しております。普通株式の自己株式の株式数の減少106,919株は、端株の買取等に伴う
2,981株の増加と、社員持株会への売却に伴う109,800株及び単元未満株式買増に伴う100株の減少による
ものであります。
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繰延税金資産
未払金 355百万円
賞与引当金 573
有形固定資産 8,174
無形固定資産 669
資産除去債務 1,261
店舗閉鎖損失引当金 516
その他 558

繰延税金資産小計 12,110
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △4,158
評価性引当額 △4,158
繰延税金資産合計 7,951
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 41
資産除去債務に対応する除去費用 128
前払年金費用 576
その他有価証券評価差額金 99

繰延税金負債合計 845
繰延税金資産純額 7,106

法定実効税率 30.5％
（調整）

交際費等一時差異ではない項目 0.1
住民税均等割 2.7
評価性引当額の増減 △0.3
債権放棄額 2.1
税率変更 △1.7
その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.2

〔税効果会計に関する注記〕
1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

2.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
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３.　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。
　これに伴い、2027年３月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰
延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.5％から31.4％に変更し計算しております。この
変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が164百万円増加し、法人税等調整額（借
方）が163百万円、その他有価証券評価差額金（貸方）が１百万円減少しております。
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取得価額相当額 減価償却累計額
相当額

減損損失累計額
相当額 期末残高相当額

建物 4,406 4,284 118 4

１年以内 12百万円
１年超 －
合計 12

支払リース料 72百万円
減価償却費相当額 28
支払利息相当額 4

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
　リース取引開始日が2009年２月20日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
①　当事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高

相当額
（単位：百万円）

②　未経過リース料期末残高相当額等
未経過リース料期末残高相当額

③　当事業年度の支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

④　減価償却費相当額の算出方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。
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種類 会社等の名称
議決権の所有
（被所有）
の割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社の
子会社

イオンフィナン
シャルサービス
㈱

－

クレジット販
売代金の債権
譲渡、電子マ
ネー利用代金
等決済取引

クレジット販
売代金の債権
譲渡、電子マ
ネー利用代金
等決済取引

312,058
未収入金 7,022

預り金 144

イオントップバ
リュ㈱ － 当社への商品

の供給 商品の仕入高 39,000 買掛金 3,959

イオン商品調達
㈱ － 当社への商品

の供給 商品の仕入高 43,520 買掛金 4,404

イオンリカー㈱ － 当社への商品
の供給 商品の仕入高 18,564 買掛金 1,846

イオンディライ
ト㈱ －

店舗の保守、
修繕、資産の
購入

店舗修繕費等
資産の購入

9,196
2,455

未払金
設備未払金

788
980

種類 会社等の名称
議決権の所有
（被所有）
の割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 ㈱ジョイフルサ
ン

所有直接
100.0

出向者の派
遣、資金貸付

資金の貸付
利息の受取
債権放棄

2,190
22

660
貸付金 1,530

〔関連当事者との取引に関する注記〕
１．兄弟会社等

２．子会社

（注１）取引条件及び取引条件の決定方針等
商品の仕入価格、代金決済方法等については、業界の慣習等を考慮し、交渉の上一般的な取引価格と同
様に決定しております。

（注２）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
（注３）株式会社ジョイフルサンの債権放棄については、2026年３月１日を効力発生日とする吸収合併に先立

ち、債務超過解消のために債権を放棄したものであります。
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１株当たり純資産額 1,767円59銭
１株当たり当期純利益 190円24銭

〔１株当たり情報に関する注記〕

（注）イオン九州従業員持株会専用信託口が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末の普
通株式の数から控除する自己株式に含めております（当事業年度末572,700株）。また、１株当たり
当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（当事業年
度631,847株）。

〔重要な後発事項に関する注記〕
　（取得による企業結合）

　「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に記載した内容と同一であります。
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